
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

                              令和７年６月１６日 

 

                    福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人  

 

工 事 番 号 

 

第２５－４１３５１－００４９号 

 

工 事 名 

 

道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修） 

 

質   問   事   項 

１． 歩掛り単価について 

① 本工事費内訳表でＲ５橋梁架設工事の積算より採用されていますが、Ｓ：損料 

係数もＲ５年度を採用されているのでしょうか。 

また、現場環境条件による補正が１．０％と表記されていますが「足場を設置 

する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合」係数１．１として

考えていると労務費の１０％の計上で良いでしょうか。 

② 頁０－００４１ベント設備設置・撤去工 

ベント損料の数量が２８日となっている為、単価を１０倍にして計上している 

のでしょうか。 

③ 上記項目は、福島県工事請負契約約款第５９条の規定による協議の対象でしょ 

うか。 

 

２． 採用単価表について 

① 番号１２ 混和剤・番号３６ 騒音対策工は、本工事には採用していない単価 

と考えてよろしいでしょうか。 

（但し、７．仮設工 数量集計表には、騒音対策工が計上されています） 

 

３． 下部工補修工について、図面「磐梯町歩道橋 下部工補修図（その１～４）」と 

数量集計表には下部工補修工が含まれておりますが、設計書には計上されておりま

せん。今回工事では下部工補修工は含まれないのでしょうか？ご教示願います。 

 

４．橋面補修工において、橋面舗装工が図面「磐梯町歩道橋 橋面補修図（その１～

６）」と数量集計表では９２４枚計上されておりますが、設計書では５００枚の計

上となっております。今回工事では５００枚の施工でよろしいのでしょうか？ご教

示願います。 

 

 

回   答   事   項 

１． 歩掛り単価について 

① 令和５年度版の損料係数を採用していましたので、令和６年度版に訂正します。 

現場環境条件による補正係数について、１％を１０％に訂正いたします。 

加えて、足場用吊りチェーン盛り替えによる補正係数についても、１％を０％に 

訂正いたします。 

閲覧図書「kinnuki002」を訂正しましたので、ご確認願います。 

② 「頁０－００４１ 施工内訳表 ベント設備設置・撤去工」のベント損料について

は、１ｔ当たりの単価(円/日)としていることから、１０ｔ当たりの単価(円/日)

に訂正いたします。 

閲覧図書「kinnuki002」を訂正しましたので、ご確認願います。 



③ 福島県工事請負契約約款第５９条の対象とします。 

 

２．歩掛り単価について 

① 採用単価表「番号１２・番号３６」については、採用していないことから、削

除し訂正いたします。 

７．仮設工（１）数量集計表・（２）数量計算「騒音対策工」についても、削

除し訂正いたします。 

閲覧図書「sonota」を訂正しましたので、ご確認願います。 

 

３．今回の工事には、下部工補修工は含まれません。 

閲覧図書「tokki」「sonota」を訂正しましたので、ご確認願います。 

 

４．今回の橋面舗装工は、タイル設置５００枚の施工となっております。 

 

 


